
FO3事務019-260501

＊基本単位：月額設定　日割り計算は行わない

＊上記金額には、サービス体制強化加算（Ⅰ） 要支援１：９６円  要支援2：１９１円を含む。

●内訳 ※日用品費・教養娯楽費のご使用は、共用となります。

●その他加算項目

要支援1

要支援2 月：－２６０円

●その他サービス

自己負担金額

領収証明書 １,１００円

２０円/枚

左記金額

要介護度

要支援１

要支援２

低栄養状態の改善のため、管理栄養士が在宅での食事相談や栄養
指導などの栄養改善サービスを行った場合 月：２１７円

口腔機能向上加算Ⅰ
言語聴覚士、歯科衛生士または看護師が口腔機能の向上を目的とし
て口腔清掃の指導もしくは実施、摂食・嚥下機能に関する訓練の指導
もしくは実施を行った場合

教養娯楽費

自己負担金額

日用品費

退院時共同指導加算
退院時、医師や作業療法士等が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同
指導を行った後、訪問リハビリテーションを行った場合

月：１６３円

一体的サービス提供加算

栄養改善加算

栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを実施し、いずれかのサー
ビスを1月に2回以上行い、栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定
していない場合

上記、口腔機能向上サービスを実施し、情報を厚労省に提出し、必要
な情報を活用した場合 月：１７４円口腔機能向上加算Ⅱ

回：６５０円

オムツ 紙おむつ…２０９円　パッド…３０円

種　類

証明書

コピー代

◆1割負担　予防通所リハビリテーション利用料◆　　

●サービス提供時間

日用品費
教養

娯楽費

加算項目

厚労省へサービス状況の提出とフィードバックを受け、利用者への
サービス向上の取組みを行った場合

科学的介護推進体制加算 月：４４円

２００円/日

月：－１３０円

1ヶ月あたりの総単位数×0.111（加算率）×10.83円（地域区分3級地）  合計
金額の1割相当分 左記金額

12月超減算

利用開始日の属する月から12月を超えて利用した場合。
ただし3カ月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者情報を構成
員と共有、リハビリテーション計画を見直し、計画内容等を厚生労働省へを提
出、必要な情報を活用した場合は減算しない。

介護職員等処遇改善加算Ⅰ（ロ）

ティッシュ、おしぼり、入浴用タオル・バスタオル・シャンプーリンス
石鹸、ボディーローション、綿棒等
（短時間利用は料金変動　1～2時間利用：0円、3～4時間利用60円）

新聞・雑誌・ビデオ・趣味、クラブ活動用材料等
（短時間利用は料金変動　1～2時間利用：0円、3～4時間利用100円）

栄養アセスメント加算
管理栄養士と他職種が共同して栄養アセスメントを実施し、その結果
を利用者へ説明及び必要に応じて相談を受けることに加え、厚労省に
栄養管理情報を提出し、フィードバックを受け活用した場合

月：５５円

月：５２０円

２,５５２円/月

４,７７０円/月

１２０円/日

介護サービス費

　　　　　　　自己負担額
　　　　　　　　（月額）
　要支援1は月4回
　要支援2は月8回の食費含む

８００円/日

食費
昼食700円

おやつ100円
(流動食460円)

６,９５２円

１３,５７０円

医療法人協和会 介護老人保健施設ウエルハウス西宮


